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※かかりつけ医機能：身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能
報告対象医療機関：特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所

・地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す治療」から「治し、支える治療」を実現するために
これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加えて、かかりつけ医機能を発揮されるために行われた制度整備の
一つ。
・地域の医療機関等をはじめとする多職種が機能や専門性に応じて連携し、効率的に質の高い医療を提供し、フリー
アクセスのもと、必要な時に必要な医療を受けられる体制を確保することに重きをおいている。 かかりつけ医機能の
確保に関するガイドライン第 版より）

趣旨

・各医療機関からかかりつけ医機能について都道府県知事に報告をする。
・都道府県知事はかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協
議の場に報告するとともに公表し、協議の場で地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討・
公表する。

概要
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令和７年度回答期限：３月 日火
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かかりつけ医機能報告制度の協議の場について

令和8年度は制度開始直後で報告内容が見通せないため、まずは地域医療構想調整会議で協議します。
７月に集計結果の報告、12月に各地域の課題・対応策についての検討を行い、結果を県のHPで公表いたします。
事業の方向性が定まり次第、適切な会議体において開催する予定です。

かかりつけ医機能報告マニュアル

R8年度における栃木県の対応

各地域の
課題・対応策の検討

12月 地域医療構想調整会議

集計結果の報告
７月 地域医療構想調整会議

４月以降 県のHPにて公表
（予定）

12月以降 県のHPにて公表
（予定）


